
 
 

 

 
 
 
『箱根町公共施設マネジメント基本方針』（平成 27 年６月）を継承し、公

共施設の耐用年数（寿命）が数十年に及び、中長期的な視点が不可欠である

ことから、計画期間は、平成 29 年度から平成 64 年度までの 36 年間とし

ます。 

 

建築物系公共施設及びインフラ系公共施設とします。 

（※インフラ系公共施設：道路、橋りょう、上・下水道、温泉、水路、公園、駐車場） 

 

我が国では厳しい財政状況が続く中、人口減少や少子高齢化の課題に加えて、高度成長期に整備された公共施設等（公共

施設及びインフラ資産）の老朽化対策が大きな課題となっており、総務省は平成 26 年 4 月に「公共施設等の総合的かつ計

画的な管理の推進について」を通知し、総合的・中長期的な観点から、全ての自治体に対して平成 28 年度までに公共施設

等総合管理計画を策定することを要請しています。 

本町においても、厳しい財政状況が続く中で、公共施設等の老朽化等の問題を抱えており、将来の建替え需要等の集中的

な増大に直面することが予想されます。また、人口減少や少子高齢化等により、今後の公共施設等の利用需要が変化してい

くことも見込まれます。 

本計画は、町の将来像も見据えつつ、戦略的に更新・統廃合・長寿命化等を計画することで、公共施設等を最適な状態で

保有、運営、維持するための全体的な取組みを推進し、時代に即した公共サービスを構築するための指針となるものです。 
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建築物 上水道設備・工作物 下水道設備・工作物 温泉設備・工作物 道路

橋りょう 上水道（管路） 下水道（管路） 温泉（管路） 水路

(百万円)

将来更新費用 25.23 億円/年

充当可能財源 11.46億円/年

年間 13.8 億円
の不足
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推計値実績値（人）

本町の総人口は、昭和 55 年以降減少を続けています。今後も

この傾向が継続し、平成 72 年には平成 27 年の 11,786 人か

ら約 61％に当たる 7,224 人に減少することが予測されます。 

特に生産年齢人口は、平成２年の 73％をピークに平成 72 年

までに 48％まで減少することが予測されます。 
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【対象範囲】 

【計画期間】 

今後の公共施設等の更新費用 人口の変化 施設の建築年度別の状況 

本町の建築物系公共施設は、平成 27 年度末時点で 92 施設、総

延床面積 11.1 万㎡です。このうち約 5 割以上の施設が大規模修繕

時期である築 30 年を経過しており、老朽化が進行しています。 

また、インフラ系公共施設に関しても、今後多額の更新費用が必

要となります。 

●公共施設等の充当可能財源見込と将来更新費用（推計額） 

■建築物系公共施設の基本方針 

①建築物系公共施設の適正配置と総量の適正化 

②建築物系公共施設に係るあらゆるコストの縮減 

③長寿命化を目的とした施設保全 

■インフラ系公共施設の基本方針 

①長寿命化の推進によるライフサイクルコストの縮減

②新たなニーズへの効率的かつ効果的な対応 
 

経営的視点から公共施設の量・質・コストの見直しを図り、

安心して利用できる公共施設を持続的に提供する。 

 

公共施設等マネジメントの基本理念 

※本計画では、『箱根町公共施設マネジメント基本方針』（平成 27年６月）を継承し、公共施設等マネジメントに関する基本方針を以下のとおり定めています。 

建築物系公共施設の見直しに係る目標値：建物系公共施設の延床面積を 36年間で３割削減 

●総人口及び年齢 3 階層別人口の推移と見通し 

本町が保有する建築物系公共施設、インフラ系公共施設を合わせた

将来更新費用（推計額）は、年間約 25.23 億円となります。 

建築物系公共施設、インフラ系公共施設全体の将来充当可能な財源

見込み額は、年間約 11.4６億円となるため、年間約 13.8 億円の不

足が見込まれます。本町の今後の財政見通しは、まだまだ厳しい状況

が続くことが予想され、充当する財源の確保は、一層の厳しさを増す

ことが見込まれます。 

1. 公共施設等総合管理計画を策定しました 

 

2. 本町の公共施設等を取り巻く現状や課題は？ 

3. 公共施設等マネジメントの基本方針 
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築30年以上 51.8%

50年前

新耐震基準（昭和57年以後）旧耐震基準（昭和56年以前）
（千㎡）

10年後に更新

10年後に大規模修繕

大規模修繕の目安

更新の目安

●建築物系公共施設の 

建築年度別延床面積 



 

 

 
 
 

 

   

【消防施設】 
■消防本部・消防署は、災害
に備えて施設保全を図る
とともに、設備改修計画を
検討します。 

【庁舎等】 
■災害時に町民の安全・安心
を確保するために拠点と
なる施設は、防災・災害対
策を考慮します。 

■本庁舎は、行政及び防災中
枢施設のため、平成 33 年
度を目途に将来の整備方
針（現在地建替え、移転等）
を決める予定です。 

■集会施設的利用が大半で
ある各公民館は、社会教育
センターへの機能集約化
について検討を行います。 

【道路・橋りょう】 
■事後保全型から予防保全型の維持管
理へ転換し、長寿命化や維持管理に係
る費用の縮減と平準化を図ります。 

インフラ系公共施設 

【上水道】 
■『水道ビジョン』に基づき、定期的な
計画の評価・見直しを行うとともに、
基幹管路の耐震管への布設替や埋設
状況等を見直し、維持・運営管理費の
平準化や縮減に努めます。 

【学校】 
■小学校は、適宜建物の耐
力度調査を実施し、危険
建物等の長寿命化又は大
規模改修を実施します。
耐用年数を超過する建物
については、順次改築に
向けた準備を進めます。 

■町内唯一の中学校は、長
寿命化工事を実施する
際、特定財源を最大限確
保するとともに、ライフ
サイクルコストの最小化
を図ります。 

【幼稚園・保育所・認定こども園】 

■認定こども園は、比較的
新しい建物のため、長期
にわたり利用できるよ
う、効率的な管理運営及
び計画的な維持補修を
図ります。 

■幼稚園は、園児数の減少
状況を勘案しつつ、教育
面や財政面で持続可能
かつ最適な教育環境を
提供するためのあり方
について検討します。 

 

【保健施設】 
 
■総合保健福祉センタ
ー（さくら館）は、既
存の建物を長期にわ
たり利用できるよう、
効率的な管理運営及
び計画的な維持補修
を図るほか、周辺公共
施設との複合化の受
け入れ先としての検
討を行います。 

【高齢者福祉施設】 
 
■大規模改修を実施して
いる施設は、既存の建
物を長期にわたり利用
できるよう効率的な管
理運営を図ります。 

■施設利用者の減少や施
設の老朽化している施
設は、施設の廃止・解
体に向けた調整を行い
ます。 

【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設】 
 
■観光案内所は、サービス提供の
必要性が高い施設ですが、老朽
化施設の更新の際は、他の公共
施設との複合化や民間等の建
物の活用により、更新費用の削
減を図ります。 

■その他の施設は、効率的な管理
運営及び計画的な維持補修を
図りますが、利用状況の低い施
設は、利用料金制や民間活力の
導入等について検討します。 
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建築物系公共施設（抜粋） 

【下水道】 
■策定予定の『ストックマネジメント計
画』に基づき、下水道事業施設運営の
効率化と施設のライフサイクルコス
トの縮減を図る他、維持管理費及び更
新費用の平準化に努めます。 

●施設類型別延床面積 

の構成比 

【文化系施設】 
 
■社会教育センターは、温泉公民
館・宮城野公民館機能の集約化
について検討します。 

【公営住宅】 
 
■『公共賃貸住宅ストック総合活
用計画』に基づき、今後も維持
する施設は、整備優先度に応じ
た個別改修や長寿命化工事を
実施し、入居者の利用に応じた
維持保全及び入居状況の改善
を図ります。 

■同計画に基づき、廃止予定の施
設は、入居者の住替え誘導等を
行った上で、廃止します。 

【温泉】 
■効果的な長寿命化・耐震化を進め、ラ
イフサイクルコストの縮減や維持・運
営管理、更新費用の平準化に努めます。 

【公園】 
■公園・緑地の適正配置と計画的整備を
図り、多様なニーズに対応します。 

①点検・診断等の実施方針 
 
■日常的・定期的な点検や診断
により、事後保全型の修繕か
ら、予防保全型に転換し、計
画的な保全を図ります。 

■法定点検と自主点検を組み合
わせて実施することにより、
建築物や設備の機能維持を図
ります。 

②維持管理・大規模修繕・
更新等の実施方針 

■民間事業者や地域住民との連
携を視野に入れ、効率的な施
設運営や公共サービスの維持
向上に努めます。 

■人口動向や町民の利用ニーズ
等を見据え、施設の集約化、
複合化、民間施設の活用等を
検討し、効率的かつ適切な施
設配置を目指します。 

③安全確保及び耐震化の 
実施方針 
 

■点検と適切な維持保全を行い、
突発的な不具合による利用停
止等の防止を図ります。 

■『耐震改修促進計画』に基づき、
非構造部材の耐震対策等、耐震
化による安全性の向上を計画
的に促進していきます。 

④長寿命化の実施方針 
 
■現有施設の有効活用を考慮
し、ライフサイクルコスト縮
減が見込める施設を長寿命化
の対象とします。 

■計画的な改修を実施し、施設
の長寿命化を図ることで、維
持管理・更新費用の抑制と平
準化を目指します。 

⑤統合や廃止の推進方針 
 
■今後の人口動向や財政状況等
を見据え、施設の最適化を検
討します。 

■検討に際し、町民の意向を考
慮し、施設利用状況や運営状
況、費用の状況、地理的条件、
まちづくりに係る様々な視点
により検討します。 

⑥総合的かつ計画的な管理
を実現するための体制の
構築方針 

 
■「全体最適化」の視点で、全庁
的な取組体制を構築し、公共施
設等に関する一元的な情報管
理・集約等を図ります。 

■議会や町民との十分な情報共有
と意見交換を図ります。 

【水路】 
■維持保全の計画を策定し、修繕・更新
費用の縮減・平準化を図ります。 

庁舎等, 9.1%

消防施設, 4.2%

その他行政系施設, 

6.5%

学校, 20.6%

幼稚園・保育所・

認定こども園, 6.9%

公園, 0.2%

保健施設, 3.8%高齢福祉施設, 1.9%集会施設, 2.0%

文化施設, 2.4%

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・

観光施設, 5.2%

スポーツ施設, 7.0%

保養施設, 0.6%

産業系施設, 0.9%

博物館等, 2.9%

公営住宅, 11.8%

その他, 14.2%

92施設

延床面積

約11.1万㎡

【駐車場】 
■日常的な維持保全管理の下、長寿命化
につながる管理を行います。 

5. 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

4. 公共施設等の管理に関する基本的な方針 


